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19世紀オスマン帝国における遊牧民と土地

　　　　ヤージュ・ベディルの事例を中心に一

江川ひかり

問題の設定

　オスマン時代から今日のトルコ共和国に至る過程は，遊牧を主体とする移動生活から定住

生活へとむかう長期にわたる歴史であったといえる。16世紀のアナトリアにおいて遊牧民

は総人口の15～20％を占めていたと考えられ　［Barkan　1957，1970］，遊牧民は帝国の軍

事・経済に重要な役割を担ってきた。同時にじゅうたんや乳製品から行動様式や倫理観に至

るまで遊牧生活の諸要素がトルコ文化の基礎となっていることは明らかである。

　それにもかかわらず，帝国草創期から現代にいたる遊牧民の変遷に関する歴史学研究は十

分になされてきたとはいえない。この理由をイルハン・シャーピンは，トルコの歴史学者が

遊牧民よりも共和国の成立や政治・行政に関わる問題により強い関心をよせてきたためだと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　ヤ　　　ン指摘している［＄ahin　l997：139　一　140］1）。ただし永田雄三が，17・18世紀の地方名土の経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼイベキ
済活動において遊牧民が果した役割，さらにはその多くが遊牧民出身者だった義賊が20世

紀前半の祖国解放の戦いに参加した重要性を強調する　［永田1986：149－154；1998：232－

234］ように，共和国の成立そのものも実は遊牧民の力に支えられていたといえよう。

　従来の遊牧民に関する歴史学研究の特徴は，15・16世紀の基本史料である検地帳などを

用いて特定の地域における遊牧民の人口や課税状況を明らかにした硯究2），あるいは帝国の

軍事・行財政政策の中で遊牧民が帝国の臣民（re‘aya）としていかに組織され，いかなる役

割を担ったか，どの地域に移住させられたかといったテーマが中心を占めてきた。そのため

ひとつの遊牧民グループに関してオスマン時代から現代にいたるまでの変遷を実証的に考察

した研究はいまだになされていない。近年トルコ国内では，オスマン時代の遊牧民に関する

1）　アナトリアおよびバルカンへのトルコ系遊牧民の移動，遊牧畏に関するテユルクメンとユリュ

　クという呼称の意味の変遷，帝国における遊牧民の役割や社会経済活動に関する基本事項は永田

　1984；inalcik　l993；＄ahin　1999，2002；Egawa＆＄ahin　2002を，研究動向については＄ahin

　1997を参照されたい。

2）検地帳に依拠して，例えば遊牧鼠への課税状況〔三沢　1989］に加えて，定住し，農耕を始め

　ている事例や移動生活をしながら農耕する翼体例［永田1977］などが明らかにされている。
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地図の凡例

　　　　19世紀史料に記されたヤージュ・ベディルの定住地およびその帰属する村

　☆　今日のヤージュ・ベディルの村
　☆　今日，ヤージュ。ベディルが住民の一部を占めている村
　＊1661吻勉sεうθゴ‘Yllltgt　1973；Kb’ylerimig　1928；1〈bylerimiz玉946；Mutaf　1995をもとに作成



19世紀オスマン帯国における遊牧民と土地 37

BALIKESI
ぐ

＠

　　　　　　　　　　　　　　の
＼§りSURLUK　　ノ
　　　、＼嚇＿＿＿。．ノ

ノ’

／
ー
ー 孟pm

Bagtece

eFl

　　｛

Y。，1恥r

｛ma

驚

鍵

11r　DanahisaF

Ahmet61en

・／一

　Qaff1

　　　ノ

　／ピ

trK．．x．

　　　　　　　Detieka＄i
　　　　　　　　　　　　　　　　Sartfaklae

　　　　　　　　　　　　　　　　rlgaylr

　　　　　　　／0・mb・yd・・　　／

／～張・～！一＼，・、、詠

　　　　　　　　　　　　　　　　　＼＿．＿ノ

be　1　N　　　KQmagi

畷魎，1
　　　／擁駕。，i．

（唾｝

．ミ騨

x
x
i
i
（慮

￥agcibectir

Karaa齢ウ　　　．

（鋤s蘭
　　ゆノ．

／

×
鴨＼
　　’

ee）BiGAgt¢

●鰯醐脚嗣一闘噂骨

Q騨

驚三NDIRG韮

x
　　　・×〈
工a＄lsゑy

es　Gelenbe
MANiSA



38 江　川　ひかり

シンポジウム［Yδr・tikler　2000］が開催されるなど，遊牧民を見直す動きがないわけではな

い。しかし，それらの多くは地方自治体の文化振興事業や民俗・郷土史的著作〔Dulkadir

1997；Karahe¢ililer　1999］に留まり，歴史学的問題視角からの実証研究はなされていない。

それどころか，多くの文書史料をつかっているにもかかわらず，単に申央政府の視点のみで

字義どおりに19世紀の船佐化過程で遊牧民の一部は山賊になったと結論づける論文［Erd－

6nmez　l999］が活字になるありさまである。こうした事実は，一一方では失われていく文化

を残そうとする「ノスタルジア」と，他方では「遊牧民は遅れている」という遊牧民に対す

る表裏一体にあるともいえる眼差しの表われであろう。人類学においても，松原正毅による

チョシュル・ユリュックに関する人類学調査が世界的にも唯一の詳細な研究で，松原の研究

成果は歴史上の遊牧民理解にも不可欠な情報の宝庫である舩原1983a／b，1990］。

　筆者はこれまで19世紀オスマン帝国における地方社会の変容を土地問題を中心に考察し

てきた。具体的には19世紀における社会経済状況を明らかにする基礎的史料である『資産

台帳（TMT）』を用いて，バルケスィル郡の土地保有状況と，バルケスィル郡中心都市の社

会構造および都市昆の職業構成を分析した3）。ここで強調したことの一つは，中央政府がバ

ルケスィルを毛織物生産地と指定した理由は多くの遊牧民が当該地域で生活していたからで

あり，その結果彼らは羊毛の生産者として，さらには羊毛の紡ぎ手として，国家主導の産業

化の波に組み込まれていったことであった4）。

　以上のような考察の過程で，19世紀における遊牧民が土地といかに関わり，定住化して

いったのかを明らかにすることが不可欠であると考えた。そのために筆者がシャーピンと進

めてきたヤージュ・ベディル（YagCl　Bedir）という名の遊牧民グループの歴史的変遷を明

らかにする亀岡研究5）の一環として，本稿では，とくに19世紀における遊牧民と土地との

関係に着目して，遊牧民がしだいに土地にしばられる環境にとりまかれ，定住していく過程

を明らかにしたい。具体的には筆者は，オスマン帝国の遊牧民は19世紀に土地に関連する

3）『資産台帳』の史料の性格はKUtakoglu　l995，比較研究はKayashi＆Aydm　2eo4を，バルケ

　スィルに関する『資産台帳』の分析は江川1997，1998，2004を参照されたい。本稿で扱うバルケ

　スィル郡の台帳は王840年の形式にのっとった「資産」調査を中心とする台帳であるために筆者は

　これまで『資産台帳』とよんできた。文字どおり「収入」調査に重きをおいた1845庫の形武に

　のっとった『収入台帳3とあわせて本当該調査の背景，実施および台帳作成の経緯，記載された

　数値を鵜呑みにすることの危険性等の注意事項はTakamatsu　2004を参照。

4）遊牧畏が羊毛の紡ぎ手となったことはQuartaert　1994：900，932でも指摘されている。

5）　筆者とイルハン。シャーピンとの共同研究の一部は，すでに江川2001および江川2005で口頭

　発表をおこない，またEgawa＆＄ahin　2002にまとめられた。本稿はこれらの作業をふまえて筆

　者が薪たに考察したものである。なおこの共同研究は，文部省科学研究費補助金基盤研究（C）

　（2）（2000年度～20G2無度課題番a9　12610381）「トルコ系遊牧民ヤージュ。ベディルに関する総

　合的研究」（研究代表者　江jliひかり，海外共岡研究者イルハン・シャーピン）および，立命館大

　学2003・2004年度学術助成（一般研究）を受けた。
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三つの大きな事件に遭遇したと考えている。第1は，タンズィマート改革の開始後ただちに

着手された1840年代の資産および収入調査である。この調査は，臣民の経済力の把握と収

入（temettの税確定を目的としておこなわれた：世帯ごとの資産および収入の詳細な調査で

あり，遊牧民も調査の対象となった。第2は，1858年に発布されたオスマン帝国土地法

（以下，fオスマン土地法」と略す）である。第3は，　i860年代の定住化政策である。大き

な流れをいえば，タンズィマート改革当初に意図された遊牧民の定住化は，行財政改革の進

行に伴い地域差はあるがじょじょに進んでいき，186G年代のアナトリアとバルカンに派遣

された視察官によって定住化政策が具体的に実行に移され，定住化が促されたといえる。本

稿ではこれらの三つの事件を中心に，バルケスィル地域で生活していたやージュ・ベディル

を事例として，遊牧民と土地との関係を明らかにする。このような作業は，たんに一遊牧民

の歴史を明らかにするだけでなく，オスマン帝国における遊牧民と中央政府，あるいは遊牧

民と定住民との関係を問い直す事例を提示することができると考えられる。

1　16世紀から19世紀初頭に至るまでのヤージュ・ベディル

　ユリュック　（YUrUk／Y6r甑）とは，オスマン帝国の公文書においてレアーヤー，すなわ

ち臣民として行政，財政，軍事機構に組み込まれた遊牧民を意味する行財政用語であった。

ハリル・／ナルジクは，遊牧民といっても，基本的には牧畜とごく簡単な農業とを組み合わ

せた生業を営んでおり，遊牧民の定住化と農業経済への順応とは長期にわたる複雑な過程を

た：どつたと指摘している［inalcik　1993：110－112］6＞。軍事あるいは治安維持，牧畜業とと

もに，遊牧民は国内および国際商業の繁栄を担ってきたことも忘れてはなるまい。ラクダを

使った物資の輸送やじゅうたん製造に遊牧民は不可欠な存在であり，すでに16世紀にアナ

トリア産のじゅうたんがヨーロッパで珍重されていたことはルネサンス期の絵画からも知ら

れている7）。すなわち，じゅうたんを織る遊牧民の女たちの手仕事は，ルネサンス期の国際

商業と直結していたのである。総理府オスマン古文書燭所蔵のオスマン史料に依拠した研究

では，遊牧民グループの総数は7，000あまりであったと指摘されている8）。

　本稿ではこのような遊牧民の一グループであったヤージュ・ベディルの事例をとりあげる。

実はヤージュ・ベディルがいっから歴史の舞台に出現し始めたのかに関する情報は確認され

6）　18世紀までの遊牧民の定住化は，Refik　1989；Orhonlu　1987；Halagoglu　1991を三無されたい。

7）　ルネサンス期にジオットやハンス・ホルバイン　（子）等の画家によって描かれたトルコじゅう

　たんは，じゅうたんのデザインによって，ホルバインにちなんで，ホルバイン1型からIV型とし

　て分類されている［Aslanapa　1988：33，49　一　50，61－101］。

8）　この研究は遊牧民グループの名称と活動地域に関する百科事典的著作といえ，遊牧民研究には

　不可欠だが，出典が記載されていないという致命的な欠点がある［TUrkay　2001］。
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表1　ヤージュ・ベディルの名称，納税芦数および納めた弓数の変遷

年代 名称 帰属郡 納税戸 納税弓数 軽羅人口 文献

1530年以前 Yaycユlar G6rdek 9 10 45 TD　165

1530年 YayCllar G6rdek 11 12 55 TD　165・！66漁肱sθδθ　　　　　，

1575／76年 Yaycllar G6rde歎 24 25 120 TI）115

1611年 Ya言。玉Bedir G6rd蔭s 一 ｝ 一 Re£ik　1989：63－64

1717／18～23隼 Ya言cl　Bedir S職dlrg1 一 80～81 400 Mukataa　5061；Su　1938＝92－96

1721年 Yayc三Bedir／Ya墓cl　Bedir 一 … 一 一 ＄S718；Su　1938：85－86

1723年 YayCI／Yaycl　Bedir Smdlrg1
㎝ … …

M賦ataa　5061’Su　1938：92～96　　　　　　　　　　，

1840犀 Ya重。ユBedir臆 Bigadic 36
…

180 TMT　7226

1840駕 Ya重cl　Bedir Smdlrg1 211
一

1055 TMT　7226

1844年 Ya墓cl　Bedir搬 Ba§gelembe 1王

…
55 ML．　VRD　1012

1844年 YagCI　Bedirl蓑 BigadiG 31
｝

155 ML．　VRD　1012

1844年 Yagcl　Bedirl蔭 Smdlrg1 154
一

770 ML．　VRD　1012

1844年 Ya言。玉Bedir臓 Kepsud 127
一

635 ML．　VRD　1012

1844年 Yagcl　Bedirl臼 Ayaz搬end 147
一

735 ML，　VRD　1012

1844年 Yaきcl　Bedir患 Bergama 103
一

515 ML．　VRD　1012

1845年　　　　Yagcl　Bed圭r　　　　　　Kepsud　　　　2　　－　　　　10　TMT　8398

ておらず，彼らがもともとどの遊牧民集囲（boy）を起源としたかも確定できない9）。

　管見のかぎり把握できたヤージュ・ベディルに関する名称，納税戸数および納あていた並

数の変遷を表1に示した。この詳細はすでにEgawa＆＄ahin　2002で述べたのでここでは

概要にとどめる。ヤージュ・ベディルは，1530年マニサの検地帳で「ギョルデキ郡に帰属

するヤイジ＝ラル遊牧民集団Cemdat－i】Utnihann　YaNczlar　tabii　O6rdek」と記録された。

樗（yay）作りを意味するYaycllarは，後にYayci，　Yaycl　Bedirと併用されるようにな

り，　17世紀以降はYagCl　Bedirが頻用されるようになる圭。）。　以後戦術としての弓の重要

性11）の低下に伴い，その名称は巷間でヤ／ジュからヤージュへと変化したと想定される。

　1530年には，納税世帯11戸が納税戸として存在しているため，人口は係数5をかけて約

55人と算出される。ヤージュ・ベディルは年に1度，税として弓を現物納し，その替わり

に特別税の免税措置を受けてきた。1530年の検地嬢によると，「古くから9人から10の弓

が徴収され，1っは人数より多く徴収された。いまでは11人になったので，旧習にした

がって12の弓」を税として納めることが記録されている。このように課税を「古くから存

9）現代に生きるヤージュ・ベディル出身者たちへ質問しても，彼等の起源にまつわる伝承や始祖

　伝説については「知らない」「聞いたことがない」という解答しか今のところはかえってこない。

　聞き取りの詳細はEgawa＆Sahin　forthcomingを参照されたい。

io）　イナルジクは，18世紀初頭以前には，彼らは精練されたバターすなわち「ヤー（ya9）」を国家に

　おさめていたので，彼らの名は「ヤージュ・ベディル」というのであろうと述べている〔lna1Cil〈

　1993；1eg］が，歴史的にはヤイジュからヤージュになったと考えられる。なお，褒1の1611無

　の記録において，Refik　1989は，帰属郡名をK：6rd6s（tws）JS－s）としているが，これは現

　G6rdesを指す別表記G6rdUsと考えられる［Akbayar　2003：63］。

11）17世紀中葉の公定価格を分析したキュトゥクオウルは，武器類の中に小銃とともに矢（ok）と

　弓（yay）を含めている〔K：Utifkoglu　1983；79－Se］。
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在する納税戸総数より1多く」納める慣習が，いつ，どこで始まったのかに関しては現段階

ではわからない。いずれにしても表1で示したように，153e年以前には9戸から10の弓が

徴収されていたが，1718年から1723年には，80から81の弓が徴収され，人口は約400人

に増加したと理解される。そして1723年にヤージュ・ベディルの一部は，スンドゥルグ郡

に帰属するベディルリ＝　（Bedir19）村に定住し始めており，同時期に弓の現物納か，それ

ともラクダ・ヒツジやその他の諸税が課せられるべきかをめぐる当局とのやりとりが確認さ

れる。すなわち，18世紀前半の時点において，弓作りは継続していたが，重要性が低下し

っっあることが推察され，より土地にしばられた生活に移行していくさまがうかがわれるの

である。

∬　『資産台帳』にあらわれたヤージュ・ベディル

　1839年，オスマン政府はタンズィマート改革に着手した。タンズィマート改革の大きな

柱のひとつは，従来の免税特権iの廃止と複雑な税体系の一元化にあった。そのために臣民一

入一人の資産・収入状況を明らかにするための鷹産台帳』調査がなされ，遊牧民も調査対

象となったことは当然の措置であった。

　タンズィマート改革開始以降「オスマン土地法」発布に至るまでの土地法改革関連の記録

には，遊牧罠の定住化を促す意図が記されている。すなわち遊牧罠諸集団も近い将来，それ

ぞれに適した地域に移住させられて，他の定住民としてみなされ　（makall－i　m養nasibeye

nakl　ve　iskan　olunarak　anlar　dahi　sair　ahali－i　meskaneden　ma‘dud），その他の定住民

を対象として定められる諸法規定が定住した遊牧民にも同様に適用される旨が明記された

〔Kanun－i　Kalemiye　2－3］12）。このことから，タンズィマート改革の根幹に関わる諸議論

において遊牧民に関する明確な法的決定が下されなかったことは，遊牧民の状態に関して注

意が払われていなかったからだという指摘£Orhonlu　1987：i14］もあるが，実は改革：当初

から，改革を推進する中枢部では遊牧民の定住化を念頭に置いていたことが理解される。例

えば，アンカラ，スィヴァス，コンヤ，カレスィ（バルケスィル）県に生活していた特定の

遊牧民グループがそれぞれ独立した徴税組織として，各桑軍政官の直属におかれる政策が実

施されている。すなわち遊牧民を新たな徴税集団として再編した上で，即戦力となる兵員と

して取り込もうと意冠していたのであった。しかし，改革をいかに実施すればよいかを現場

が把握できていなかったため，遊牧民の定住化をめざす改革は全国一律には徹底されず

［Orhonlu　1987：114　一　11S］　i3），定住化政策の本格的実施は先送りされたのである。

12）　この文書の分析はBarkan　1940：351　一　367。

13）　例えばスィヴァスのイルベイリ・グループが1840年に複数村に定住，アンカラ周辺のタバン

　ル・グループ1230戸が1842年に約30村に定住したOrhonlu　1987：113。
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　このような理由から遊牧民を対象とした『資産台帳』は，その数値に注意が必要だが，遊

牧民の生活の実態を伝える貴重な史料であることはいうまでもない。1840年のバルケスィ

ル郡に関する四冊の『資産台帳』14）のうち，遊牧民に関する二冊の台帳には，周辺郡帰属の

遊牧民27グループが記載されている。これらの27グループのうち，耕作地あるいはぶどう

畑をまったく保有せず，家畜だけの資産を所有するのは1Oグループである15）。もちろん家

畜のみを所有するからといって，彼らが純然たる遊牧だけを営んでいるとはいちがいにいえ

ず，小作人として農業に従事している場合も想定される。残りの17グループは資産として

耕作地あるいはぶどう畑を保有しているが，その保有面積にはかなりひらきがある。例えば，

バルケスィル郡帰属のクバシ＝・カラ・ムーサというグループは総戸数58芦からなり，資

産のうちの39％が土地，61％が家畜で，資産のなかで27グループ中，土地の評価額の占

める割合がもっとも高い。58戸中42戸が耕作地あるいはぶどう畑を保有しており，かなり

土地に密着した生活が進んでいると考えられる。ただしこのようなグループは例外的で，そ

の他のグループが保有する耕作地の評価額は，総資産に占める割合が1パーセント前後で，

リーダー的存在やあるいは比較的家畜を豊富に所有する者が，ごく小規模の耕作地やぶどう

畑を保有しているにすぎない。

　これらの27グループのうちヤージュ・ベディルは，ビガディチ郡帰属の「ヤージュ・ベ

ディルリュ」16）とスンドゥルグ郡帰属の「ヤージュ・ベディル」との2グループに分けて記

録されており（これらを「ビガディチ・グループ」，「スンドゥルグ・グループjとよぶ），

27グループ総戸数の約12％を占めていた。ビガディチ・グループは総：戸数36戸（hane）

で，人口約180人である。36戸のうち約14％にあたる5戸が耕作地を保有しているが，そ

の規模は15ドニュム17），10ドニュム，3ドニュム，残りの2戸が2ドニュムを保有するに

すぎない。同時期バルケスィル農村部の自作農が保有する平均耕作地面積は38ドニュム，

14）従来『資産台帳』研究は都市民の分析に集申してきたことに対して，筆者は，単に都市だけで

　はなく，都市，村艮，遊牧民というそれぞれの台帳が残されているバルケスィル地域をあえて選

　んだ。その理由は，これらの三者の経済活動をあわせることによってはじめて地方社会の変容が

　理解できると考えたからである。なお村民（TMT　7227）および虚無民（TMT　7228）に関する

　台帳はすべてバルケスィル郡のみに帰属する村および中心都市部を対象としていたが，遊牧民を

　対象とした二冊の台帳（TMT　7225・26）は，バルケスィル郡に加えて，コザク郡（現イズミル

　県ベルガマ郡境地域），フルト・マァ。シャーミー郡，スンドゥルグ郡，イヴリンディ郡，ビガ

　ディチ郡など隣接する周辺諸郡に帰属していた遊牧民がまとめて記録されている（地図参照）。

15）例えば，ビガディチ郡帰属のチェプ＝ヤンは18戸全てがそれぞれラクダを所有している。おそ

　らく彼らはラクダ貸し業や実際にラクダを引く運送業を営んでいたと考えられる。

16）18世紀の史料ででてきたべディルリュ村の流れをくむと考えられる。史料ではべディルリュ村

　はスンドゥルグ郡に帰属したが，資産台帳ではビガディチ郡に帰属している。このことは，地図

　に示したようにヤージュ・ベディルが両郡の境界地域に住み着き，行政区分上の郡の境界線も変

　更されていることに起因する。

17）　1ド＝ユムは約920平方メートル。なおド＝ユムに関する検討は多田2005に詳しい。
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都市在住自作農の平均耕作地面積が46．1ドニュムであった［江川1997］ので，ヤージュ・

ベディルの保有する耕作地はわずかであった。また，自作農の条件となる2頭の耕牛を所有

するのは，耕作地を保有する5戸中2戸である。つまり自作農を営んでいくには難しいが，

ごく小規模の耕作をし，耕作地を保有していると認識する人が存在していたといえる。

　スンドゥルグ・グループは，総戸tw　211戸で，人口約1，055人の大規模グループである。

彼らのうちでは唯一一，ハサンという人物が6ドニュムの耕作地を保有しているにすぎず，し

かもハサンはその他にわずか3頭の耕作牛ではない牛耳を資産として所有している［TMT

7226：hane　98］のみである。つまりハサンは自作農の条件を満たしてはいない。したがっ

て耕作地保有という点からは，1840年の時点でのスンドゥルグ・グループは，ビガ

ディチ・グループに比べてより土地にしばられない牧畜中心の生活をおくっていたと理解

される。

　これら両グループが所有する一戸あたりの家畜頭数を表2に示した。両グループの9割は，

乳飲み子牛（buzagi），子牛（dana），種牛（tosun），若い雌牛（d6ge），乳牛（inek）の

ような牛（Slglr）類を所脊していた。このことは，彼らがこれらの家畜を食肉，乳製品や

皮革業と連関して商業目的で飼育していたであろうと推察される。同時に両グループの

85％以上は，雌馬（klsrak），荷馬（bargir），馬（at／esb）のような馬類も所有しており，

いくつかの戸においてはこれらの家畜はIO頭から15頭に上っている。通常，遊牧民の間で

日常生活用具や商品の輸送に使用されるラクダ（deve）はといえば，スンドゥルグ・グ

ループではわずかに6戸が延べ26頭を所有しているにすぎず，ビガディチ・グループでは

皆無であった。したがって彼等の大部分はラクダ貸しや長距離輸送業を営んではいなかった

表2　グループ別　各戸所有　平均家奮頭数（頭）

ビガディチ・グループ スンドゥルグ・グループ

所有家畜 総戸数　36戸 総戸数　211戸

ヒツジ 8。56頭 5．50頭

ヤギ 20．22頭 17。22頭

ヒツジおよびヤギ 一
10。14頭

ウシ類 9．69頭 ウシ無し　3戸 9．33頭 ウシ無し　5芦

水牛 0．03頭 王芦のみ1頭所有 ㎜
ウマ類 3．86頭 ウマ無し　5戸 5．36頭 ウマ無し　23戸

ラクダ 0頭 膿2頭 6戸で26頭所有＊

ロノく 0．17頭 6戸のみ所有 0．22頭 ＊

ラバ 一
0．03頭 6戸で6頭所有纏

蜂の巣箱 α03箱 1戸のみ1箱所有 0．09箱 2戸で18箱所有

1戸あたり平均資藍 1787．77 クルシュ 2052 クルシュ

1芦あたり平均収入 363ユ9 クルシュ 329．38 クルシュ

1芦あたり平均税額 48ユ1 クルシュ 65．95 クルシュ

’　merkeb　ve　deve　7頭を除く
＊＊ ≠煤@ve　katir　10頭およびkatlr　slpasl　l頭を除く
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と岡三に，ラクダを使って長距離を移動する遊牧生活を営んでいたとは言いがたく，ラクダ

の替わりに荷馬やロバを利用した短距離の移動にとどまっていたであろうと思われる。同時

に両グループが所有するヒツジおよびヤギもきわめて低い数値である。

　松原がおこなったチョシュル・ユリュックに関する調査では，一世帯あたりの平均的な家

畜所有頭数は，ヤギ300頭，ヒツジ150頭，ウシ20頭，ラクダ6頭，ウマ6頭，ロバ2～

3頭，イヌ3～5頭である　［松原1990：16コもちろん所有家畜の種類や頭数は，自然条件

および時代状況によって異なり，そもそもバルケスィル周辺地域の遊牧民は，チョシュル・

ユリュックのようにヤギを主体とした長距離移動を伴う遊牧生活はしてはこなかったと考え

られる。この点を考慮した上で，松原の挙げた頭数をひとつのめやすとして表2を観察して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　み　　　　　　　　　　　　　　　　チャドル
みたい。まずここでの問題は，台帳に記録された徴税単位の「戸」と，松原の「世帯」と

の関係であろう。例えば，松原が行動を共にしたムスタファの家族9名は，世帯主家族に加

　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　ネ
えて，息子夫婦も同居していた。他方で戸が伝統的に平均5人として計算されてきたことか
　　　　　　チャドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　ネ
ら，松原の1世帯はr資産台帳』では少なくとも2戸にわけられるであろう。このような

ハ　ネ　　チャドル　　　　　　　　　　　　　　　ハ　ネ

戸と世帯との，および戸と家畜頭数との関係の検討は稿を改めて考察するが，例えば表2

の頭数に2をかけて松原の挙げた数値と比較してみた場合，ヤージュ・ベディルでは本来主

要家畜であるはずのヒツジおよびヤギよりも大型家畜であるウシやウマの頭数が相対的に多

いことがわかる。このことからもやージュ・ベディルが比較的短い距離を移動しながら，近

郊都市への食肉および乳製品の供給などをおこなう牧畜業を営んでいたと推察される。

　経済的観点からいえば，彼らが所有していた家畜のみの評価額は1戸あたり平均，ビガ

ディチ。グループが1，784．8日目シュ，スンドゥルグ・グループが2，051．9クルシュである。

他方，バルケスィル都市乱民が所有していた家畜のみの評価額は1戸あたり平均208．8クル

シュであった。それどころか両グループが所有する家畜資産の評価額の平均は，都市民の不

動産および家畜両方を合わせた平均資産と比べて2．6倍にものぼる。これに対して都市民の

平均収入553．8クルシュは両グループの平均収入334。3クルシュの2倍を超えない。つまり

ヤージュ・ベディルが所誉する家畜の資産価値は都市民の平均資産以上に高かったといえる

［Egawa　2004］。このことは従来19世紀前半には19世紀後半と比べて，耕作地の評価額が

相対的に低いとされていることを裏付けることにもなろう。

　次に『資産台帳』とは異なり，納税戸数と税額のみを記した1844年の別の台帳によれば，

表1に示したとおりヤージュ・ベディルは，スンドゥルグ，ビガディチ，ケプスト，バシュ

ゲレンベに帰属する集団と，アヤズメントおよびベルガマに帰属する西の集団とに大きく分

かれて生活していることが理解される　［ML，　VRD　1012］。これらのうち西の集団に関する

緩資産台帳』は，管見の限り見当たらないため，資産状況を他のグループと比較することは

できないが，後述するようにシャリーア法廷記録などに彼らの生活状況が確認された。

　さらに1845年の『収入台帳』ではケプスト郡サルファク村22戸のうち末尾の2芦がヤー

ジュ・ベディル出身者であった　〔TMT　8398］。　この22戸中10戸は職業が農民で，ヤー
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表3　ヤージュ・ベディルの定住地

年 帰属郡 定住した地域名 出典

1840 Slndlrg1 TaS　karyesi　civarlnda　Yllanhdere　n含rn　mahalde ML．　CRD　544

1840 Slndlrg1 Maha1H　k夏＄lak｝ar三K：1zllg自r　karyesi　c1varユnda　Kara紘ya　nam　sahrada ML．　CRD　544

1840 Smd三rg里 Maha1トi　k1Slak互arl　Egridere　nam　mahalde ML．　CRD　544

1840 Slndlrg1 Mahal至一i　kl§1aldan　Dalαkuyusu　nam　mahalde ML．　CRD　544

1840 Slndlrg1 Mahall－i　k1Slaklarl　Kozcak6y　n含m　mahalde ML．　CRD　544

1840 Smd三rg1 Kulakkesen　nam　sahr毒da ML．　CRD　544

1840 SmdlrgI 建9ridere　nam　sahrada ML．　CRD　544

1840 Slndlrg三 Kayalldere　nam　sahr含da ML．　CRD　544

玉840 Slndlrg1 Yllanlldere　nam　mahalde ML．　CRD　544

1840 （Bahkesir？） Dedeg三narl　ve　sair　mahallerde ML．　CRD　544

1840 Basge互embe Flr（玉aniar　karyesi　civarmda　Kegiler－yer三nam㎜aha豆de ML．　CRD　544

1850．11．05 Bahkesir ¢6mlekCi　karyesi　civarlnda　Yllvadig　nam　mahalde ＄S747150　b

1850．11．05 Bahkeslr C6mlekφkaryesi　civarmda　Yllvadig　Aianmam　maha互de SS　747　150　b－15夏a

1852／53 Ayazme鷺d Ayazmend　kazasl　topragmda ＄S74859　a－b

1857．06．04 Bahkesir （；〕6mlekgi　karyesi　civarlnda SS　75298

1850．11．05 Ballkesir C6mlekgi　karyesi　c童varlnda　Yllvadig　Alanmam　mahalde SS　752120

1857、12．26 Ayazlnend Klz正豆gukur　ve　AbdUlceli豆ve　Baklrdarnl　n含m　mahalde SS　752153

1858．03．19 Smdlrg1 Sln（玉！rgl　kazasl　civarmda ＄S752177

1858．05．27 Slndlrg1 G61cal（karyesi　civarlnda　Kulaki（ese駿is装am　nam　mahalde SS　752193

1858．05．28 Kepsud Karacak1§la　iskanlnda／Ovaqk　iskanlnda SS　752194

1859．03．12 Bi8adig Nizan　karyesi　civ含rlnda　Kavakdere　isk袋nmam　mahalde ＄S75311

1860．06．16 Slndlrgl G61cUk　karyesi　civarmda ＄S75356

1861．11．11 Ayazmend Ayazmend　kazasl　s欲in豆erinden A、MKT．　UM　515／43

1862．04．24 Kepsud Kepsud　kazas三civarlnda ＄S75566

1862，06．21 Bahkesir Gag1＄karyesi　civarmda　Kanllkavak　nam　mahalde ＄S755139

1862．07．19 Smdlrg1 G61c瓶K　karyesi　civarmda ＄S755165
Smdlrg1 Cek：irdekli　karyesi　k裂ユrbunda　Tapcl　kuyusu　iskanmda Su　1938：160

Bigadig ・IlyaS　karyeSi　civarユnda Su　1938：159

ジュ・ベディル出身の2人には「農民」とは明記されていないが，2頭の耕作牛を所有し，

それぞれが30ドニュム，25ドニュムの耕作地を保有し，小麦，大麦やタバコを収穫してい

ることから，純然たる農民になっていたと考えられる18）。加えてヤージュ・ベディルが具体

的に定住した場所に関する情報（衰3）のうち，1840年のスンドゥルグに関する情報をみ

ると，彼らが主として冬営地を拠点に定住し始めたことが理解される。

　以上のことから，ヤージュ・ベディルは，1840年代はじめにはすでに今Nのバルケスィ

ル県南西部のスンドゥルグ，ビガディチ，ケプスト郡およびスンドゥルグ郡の南に隣接する

バシュゲレンベ郡（マニサ県）に帰属する東の集団と，イズミル渠ディリキ郡（アヤズメン

ト・ベルガマ中間地域）に帰属する西の集団に大きくわかれて生活し，とくにスンドゥルグ，

ビガディチ両グループは，純然たる遊牧生活からじょじょに冬営地などを拠点に定住しはじ

18）　もともと彼らがいかなる理由で他のグループから分かれてこの村に定住したかの記述はなく，

　2人は，スンドゥルグおよびビガディチ両グループの『資産台帳』中にも確認されない。なお，

　ケプスト郡には，今日も複数の村にヤージュ・ベディル出身者が住んでいる（地図参照）。
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め，都市近郊型の牧畜を主体とする生活にうっりっっあったことが明らかにされた。そして

ごくわずかの人びとは農民となる道を選択し始めていたということができるだろう19＞。

巫　1858年オスマン土地法と遊牧民

　1858年に発布されたオスマン土地法はオスマン帝国で発布された初の体系的土地法だが，

同時代に発布された新商法や新刑法のように，フランス法を基礎として編まれたものではな

く，従来発布されてきたさまざまな土地法令を，シャリーアを正当性の根拠として，西欧の

法典の形式にならって成文化したものである。そしてその根幹はオスマン帝麗で伝統的な国

家的土地所有原則を再確認するものだった。

　この圏家的土地所有原則に関しては，次の三つの点で，中東・イスラーム世界において古

くて新しい砺究テーマであるといえる。第一は，オスマン土地法における国家的土地所有原

則を基礎とした規定が，1979年以降イスラエル政府による土地収用の根拠として運用され

るようになったことである2。）。第二は，人類学研究の立場から杉島敬志［杉島1999］に

よって，アジア・太平洋地域の土地所有の問題を，「辺境」の地域社会の規則や信念と「中

核」諸国起源の規則や信念とのせめぎあい，からみあい（これを杉脇は「歴史的もつれあ

い」とよぶ）のなかで考察することの重要性が問題提起されたことである2D。第三に，従来

イスラーム世界においては9世紀ころまでに国家的土地所有理論が整えられたといわれてき

た通説に対して，佐藤次高および愛宕あもりによって疑問が提示されたことである。

　これらのうち，本稿に直接関係する第三の問題について若干の意見を述べておきたい。佐

藤はまず，「ファイ理論はいわゆる「国家的土地所有理論」ではない」と指摘し，「「すべて

の土地」が團家の所有であるとする国家的土地所有理論は，そもそもイスラーム法にはな

かったことに注意しなければならない」［佐藤1999：18〕と問題提起した。別の観点から愛

宕は，「ハナフィー派のアブー・ユースフとハッサーフは，ともに，ハラージュ地が私直島

であると考えている」［愛：宕2003：40］と主張した。さらに佐藤はふみこんで，「法学派の

条文を字義通りに解釈すれば，ハラージュ地は法律上は國有地と規定されているのではな

19）　なお菓子爾集団のヤージュ・ベディル出身者は，バシュゲレンベ郡を除いて今日もそれぞれの

　地域に定住していることが2001・2002年の現地調査によって確認された　［Egawa　＆　＄ahin

　forthcoming］0

20）オスマン土地法がイラクをはじめとする中東現代史において大きな影響を与えてきたことはこ

　れまで指摘されてきた。この件に関する詳細について本稿では割愛するが，とくにパレスティナ

　における問題点の概略については江川1993；？1［Jll　1995　bで指摘した。

21）このような問題視角からの研究は歴史学ではすでに蓄積されてきたが，杉島の問題提起は，歴

　史学者と人類学者との議論の場を実際に生み出すこととなり［三浦・岸本・関本　2004〕，それに

　よって双方の議論が発展し，結累的に歴吏学における土地研究の現代的意義が再評価されたとい

　える。渡辺2005も杉島の問題提起の流れをくんでいる。
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かったことになる」［佐藤2004：42］と述べ，国家的土地所有理論に関する従来の解釈を修

正した。このような意見に対して加藤博は，法家的土地所有はあくまでも税制上の議論であ

ることを念押ししているこ加藤2005：156322）。

　これらの指摘は実はオスマン帝国でもそのままあてはまる。オスマン帝国においてこれま

で「国有地制度」［江川1993］，「国家的土地所奮原則」［永田1991；江川1995　b］などの表

現で言及されてきた原則も，「すべての土地」がウンマあるいは国家に帰属するという原則

ではなく，ティマール制が施行された地域の耕作地（tarla）を中心とする国有地に適用さ

れてきた。そしてティマール綱施行地域であっても，宅地など私有地とみなされる土地も存

在してきたのである。同時にハラージュ地といえば，法的にもあくまでも私有地として分類

され，これとは別に国有地という範躊が創出されたのである。しかもオスマン帝圃において

ハラージュ地は土地分類上も私有地のままであり，ハナフィー派の解釈に忠実に準拠してき

たといえる。そしてこのような耕作地を中心とした国有地に適用された国家的土地所有原則

は，オスマン土地法においても再確認されたのである。23）

　オスマン土地法が発布された時点における5つの土地の範疇とそれらの所有権の帰属先は

表4のとおりである。オスマン帝国における土地の種類は従来の法規定を踏襲し，所有権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヘリ　
（rakabe）が所有者個人に帰属する私有地，国庫に帰属する国蒋地，加えてワクフ地，
メトル　ケ　　メワト
共同利用地，荒蕪地が存在していたことが理解されよう。これらのうち私有地は，具体的に

1）村や町にある宅地と宅地に付随する最大で脚半ドニュムの土地，2）国有地から何らか

の理由でより分けられて所奮権が授与された真正なる私有地，3）ハラージュ地，4）ウ

シュル地の4種類で［オスマン土地法（以下灘各）第2条］，加えて「ウシュル地とは，征服

時に征服者に分配され，所有された土地」であり，ハラージュ地とは「非ムスリムでもとも

とその土地にいる人々の手に継続して残すように定められた土地である」と説明された。そ

して私有地に関してはシャリーアの規定に平せられると定められた［第2条］。

　次にワクフ地には二種類があって，合法的私有地からシャリーアに従ってワクフ設定され

た真正ワクフ地はワクフ条件に尽せられる［第4条3ために，私誉地と真正ワクフ地に関し

てはオスマン土地法の対象外であることが明記された。これとは別にもともと国有地であっ

た土地からワクフ設定された土地が存在し，このような土地は國有地上の諸税がなんらかの

22）　なおイスラーム法における所有権の構造については柳橋1998：16－38を，とくに近代エジプト

　における農地の所有権に関しては加藤1993：113－225；1995：158　一　161；2002：88－99を参照され

　たい。

23）　エジプトで実施された一連の土地法立法過程において，まず19世紀前半にムハンマド・アリー

　が全ての農地を国有化した後に，「耕作地＝国有地甑課税地＝ハラージュ地」と「荒蕪地瓢私有地

　＝免税地＝アブアーディーや地」という二つの土地範購が生じたこと，さらにハラージュ地の法

　的根拠がシャリーアに，アブアーディーや地のそれが国家の意志である勅令に求められたことは，

　政策的土地分類上のこと　［加藤1993：7－10］とはいえ，オスマン土地法で定められた土地分類

　とも，依拠した法体系とも異なる点に注意する必要がある。
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表4　1858年オスマン土地法における土地範購

土地範購 所有権の帰属 噛せられる法

私有地
iArazi－i　mem互αke）

宅地と宅地の周囲半ドニュムの土地

送L地からシャリーアに基づいて下賜さ
黷ｽ土地
nラージュ地
Eシュル地

所奮者 シャリーア

ワクフ地
iAr含z貧一i　me吹宝fe）

真正ワクフ　（vakf－1　sa賊h）地＊擬似ワクフ（vakf一！ar　i　sah童h）地は ワクフ ワクフ条件

Vャリーア
国有地扱い

国有地
iArazi－i　miriye）

耕作地（tarla）

ﾌ草地（caylr）

~営地（lq§lak）

ｬ営地（yaylak）
ﾑ（koru）＊擬i似ワクフ地

国庫

ibey幟ma1）
カーヌーン
iオスマン土地法）

?分は窟吏の許可

公用地・入会地
iArazi－i　metrake）

公道，公衆に確保された放牧地（mer‘の

ﾄ営地（yaylak）
~當地（kl§1ak）

ﾑ　　（kQru）

X　　（orman）

一 慣行およびカーヌーン

iオスマン土地法）

荒蕪地
iArazi－i　lnevat）

村はずれの家から叫んでも聞こえない範

ﾍにある無主地
… 慣行およびカーヌーン

iオスマン土地法）

理由でワクフ設定されたにすぎないので，疑似ワクフ地とみなされ，合法的ワクフ地ではな

い。さらに「オスマン帝国に存在するワクフ地の大部分は疑似ワクフ地であって，この土地

の所有権は国庫に帰属する」ため，オスマン土地法では，疑似ワクフ地も国有地に含めて規

定されることが明言されている［第4条〕。すなわちオスマン土地法は，全条文の64％が国

有地の保有権とその処分に関する詳細な規定であり，加えて共同利用地に関して慣行（δrf）

を成文化した規定と，官吏の許可によって耕作した後には国有地になる荒蕪地に関する規定，

さらにその他の諸規定とから構成されていた。國有地は土地法，すなわちカーヌーンに律せ

られたのである24）。

　このような国家的土地所有原則を理論化したのは，スレイマン1世を「立法者」と呼ばし

めた立法作業の立役者，シェイヒュル＝イスラーム職エブッスード・エフェンディ（d．

982／1574）25）であるといわれる。ただしルトフィ・バルカンによれば，国家的土地所有の

24）同年にエジプトで発布された土地法に関連して，「シャリーアは国家の財政至上主義的理念を表

　明する法原則として機能し，これを根拠に，国家の政策意図を，そして必要に慈じてウルフを成

　文化したのがカーヌーンであった」［加藤1993：王23］と加藤が指摘した三つの法体系の相互関係

　がオスマン土地法でも同様に確認される（表1）。ただしオスマン帝国では，IV章で述べるように

　成文化されない慣行が，法廷でも依然として大きな効力をもっていた点に大きな特徴がある。

25）真盛については諸説ある。Schachtβアでは896／1490，　tlmiyye　1998；317では896／1491，

　Huart　EI！では896／1490－91年としている。　スレイマン1世とセリム2世時代の1545奪から

　1574年までシェイヒュルmイスラーム職にあり［Difzda91972：21］，見識の深さから「アブー・

　ハニーファ2世」とも呼ばれた£Atsiz　1967：2］。その他詳細はAkggndUz　2001を参照されたい。
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概念は16世紀申葉以前からオスマン帝国にあった概念であり，またオスマン以外の王朝で

もみられるもので，エブッスードは国有地において徴収される税をハラージュ税になぞらえ

てシャリーアの表現に準拠して説明し，合法であるように理論づけたに他ならないと指摘す

る　［Barkan　l967：191］26）。実際にエブッスードが編んだと考えられている法令やファト

ワーにおいて，国有地はウシュル地でもハラージュ地でもないと規定された〔D乾da重1972：

167］。さらに1541年にハンガリーのブダを征服した後に編まれた法令では，被征服民の動

産および町や村にある宅地，店舗，その他の建物，ぶどう畑や果樹園からの収穫は当該人物

の所有物として継続して所有される一方，村の外縁部にあって耕作し収穫される耕作地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　カ　　ペ
（tarla）は当該人物の手にとどめ置かれるが，その所有権は国家へ帰属すると定めた

［Barkan　1943：296　一　297］。またスコピエおよびテッサロニキの法令（1568／69年）でエ

ブッスードは，「イスラーム諸地域」における土地は「ウシュル地，ハラージュ地と国有地

の三種類」からなり，ウシュル地（ヒジャーズおよびバスラ）とハラージュ地（イラクのサ

ワード）とは私有地であるが，イラクのサワードの地については，「国脊地とする派もある」，

「国有地はもともとはハラージュ地であった」とも述べている［Barkan　1943：297　一　299］。

つまりエブッスードは，先住民が非ムスリムであった征服地域において，耕作地に限っては

租税徴収のために国有地としてその所有権が團家に帰属することを定めたのであった。この

ことからも理解されるようにオスマン帝国においても国家的土地所有原則は，基本的には

ティマール制が適用された耕作地を対象としているのであって，「すべての土地」が国家の

土地であるという規定は存在せず，しかもハラージュ地はあくまでも私堅地の範躊にあり続

けた27＞。さらにエブッスード以降17・18世紀の征服地においても，クレタ島のように私有

地であるハラージュ地として扱われた事例［Barkan　1943：350　一　354；1967：191］もあるよ

うに，国家的土地所有原則の適用そのものもティマール制の施行の有無やシェイヒュル讐イ

スラームの判断等，時代や地域によって異なっていたのである。

　さてここで話を戻し，オスマン土地法を遊牧民とのかかわりから考察してみたい。従来同

26）　エブッスードがカザスケル職にあったときにすでにスルタンからの命でヨーmッパ地域の土地

　法を改訂し，シャリーアの原理に適用させることに着手していたという説もあるようだShacht

　EPがこの詳細に関しては検討課題としたい。

27）　このように考えると，むしろムハンマド・アリーが19世紀の土地法改正過程で一般農民保有地

　をハラージュ地と呼んで国有地と規定したエジプFこそが国家的土地所有原則を考える上で特殊

　なのではないだろうか。オスマン史から字義のみで考えればもともと私有地だったハラージュ地

　に私的土地所有権が確立されることは当然なことであり，だからこそムハンマド・アリー以前の

　エジプトにおける土地保有の現実との連続性ないし非連続性を問いたくなる泳田1995〕のであ

　る。もちろんオスマン土地法もエジプトと同様に，現実を追認するかたちで私的所有権の確立へ

　改正過程を経るのだが，その～方で，国有地に対する国家的土地所有原則は，帝国の崩壊まで廃

　止されることはなく，情況に応じてその原則が内政・外交上スルタンに利屠されることもあった

　［永田2005；江川1995a］。
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土地法は国有地の堅肉権に関する議論が中心で，遊牧民との関連からはほとんど論じられて

こなかった。上述したようにオスマン土地法によって耕作地における保有権の詳細な規定が

さだめられたことは，耕作地からの税収確保が基本目的であったことは言うまでもないこ江

川1995c］。このような耕作地における保有権の明確化は，結果的に土地に対する従来の所

有・利用観念の再考を遊牧民にも迫ったであろうことは想像に難くない。例えば，国有地の

　　　　　　　　　　　　タ　　　ブ
規定で「ある者は自分が土地証文によって保有する土地を他人が不当に通過することを阻止

できる。ただし，古くから当該地の通過権　（hakk－i　murQr）があるなら阻止できない」

［第13条］と明記された。あるいは荒蕪地の規定のなかで「村や町の住民に帰属する放牧地

（mer‘alar）以外に，ある村や町の境界内に草地（ot玉ak）がある場合，当該村の官民が税を

払わずに，家畜を放牧させてその草や水から用益を享受できる。境界外から家畜を連れてき

て当該地の草や水を利用することを希望する者については彼らから国家のために然るべき額

の白地税が徴収されて，（彼らが支払うならば一筆者）村民は彼らを阻止できないし，彼ら

から徴収した草地税の一部からの（当該村住民への一筆者）取り分は得られない［第105

条3とも規定されているように，税へのしばりは強化された。

　遊牧生活にもっともかかわりがある規定は，個人によって保有・所有されない旧来の慣行

で塾せられる共同利用地に関するものであろう。共同利用地は，字義的には民衆に委ねられ

た土地（arazFi　metrgke）であり，ひとつは公衆の便益のために置かれた公道（tarik－i‘2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メルア　m）を，もうひとつは一朗村あるいは複tWIET村の公衆のために確保された放牧地，薪を集め

る林や森，家畜を集める場所，礼拝所，季節市・週市，脱穀場，夏営地・冬営地などのよう

な場所を指しており，これらの土地は個人の保有下におかれず，分割・売買もされずこ第5，

91～101条］，そしてこれらの土地に関する訴訟において「いかなる以前の事件であれ，時

間の経過は本題とされない」，すなわち時効はないと定められた£第102条〕。

　ここで共岡染用地に関する諸規定で頻用される「古くから共同利用された」という表現に

注目したい。この「古くからkadimden」は，「古いとは40，50年をいうのではない。その

はじまりを誰も知らない　（Kadim　kirk　elli　yila　deRilmez．　Kadim　oldurki　amn　evvelin

kimse　bilinmeye．．．）」［MTM　1：98］と規定された16世紀以来の法令における「古くか

ら」を意図している。つまり，カーヌーンとしてのオスマン土地法には，遊牧罠に対して

「古くから」の慣行を尊重する一方で，租税徴収のためにすべての土地を面的に把握し，境

界線を引いていこうとする「近代」誌面：革の意図を読みとることができる。加えて「あかね

（k6k）畑，ぶどう畑，果樹園内において家畜を放つことは合法ではない。古くから放って

きたとしても，既存の作物が刈られるまで」は家畜を掌握し，もしこれに反して「作物に被

害が生じたならば家畜の所有者は弁償しなければならない」という規定［第125条］は，現

実の事件を反映したもので，農民と遊牧民との対峙する局面が想定されよう。とくにあかね

は染色の原料として商品価値が高く，例えばオスマン帝国から英国向け輸出品の輸出額では，

1825，30，35年には第2位，40，45，50，55年には第1位を記録していたこ永田1986：91；



19世紀オスマン帝国における遊牧民と土地 51

Bailey　1942；90－91，260－270］。

　　このように遊牧民にとって一方では「近代的」社会秩序が整備されっつあり，他方で「古

くから」のような慣行の重視は，伝統的遊牧生活そのものを見下すような情況には至ってい

ない法環境が見てとれる。こうした慣行がシャリーア法廷でも有効だったことは，次章で述

べるとおりである。例えば「ある村に外からやってきて天幕（yurt）をはって定住しよう

とする者については，当該村艮の家畜に損害を与えない程度の家畜」であれば，当該村の共
　　　　　　　メルア　

同利用の放牧地における放牧が許可された［第100条］ことは，遊牧民の定住化を促す政策

意図の反映とも理解されるのである。

W土地をめぐる争い

　次に，嘉時の法廷文書において，土地問題をめぐって争うヤージュ・ベディルの事例を2

っ紹介したい。

　第一は，1857年12月遅おこされた訴訟である　（史料参照）。場所は，エーゲ海沿岸アヤ

ズメント（現在のアルトゥンオヴァ）郡，原告はレスボス島の郡長イスマイル・パシャで，

史料『バルケスィル　シャリーア法廷記録』（1858）

　　　Hala　MidillU　cezlresi　kaimmakami　mirimiran－i　kiramdan　sa‘adetlif　lsma‘il　Pasa

hazretleri　ibnU’1－merhQm　Mustafa　Aga　tarafindan　husas－i　ati’1－beyanda　vekiN　sabitU’｝一

vekalesi　Ali　Efendi　ibn　Ahrned　bi’1－vekale　Karasi　sancagi　meclisinde　akd　olunan　meclis－

i　＄er‘de　Ayazmend　kazasinda　Kizil　Cukur　ve　AbdUlcelil　ve　Bakir　Dafni　nam　mahalde

meskan　Yagcz　Bedir　a＄iretinden　Ali　Bey－oglu　lbrahim　ve　diger　Ali　Bey－oglu　Ahrned

Ali　bin　Ali　Bey　ve　Koca　lsma‘il－oglu　Elhac　lbrahim　bin　lsma‘11　ve　Molla　HUseyin－oglu

Halil　bin　HUseyin　muvacehelerinde　bi’1－vekale　ifzerlerine　da‘va　ve　takrir－i　kelam　edttp

mUvekkilim　pa＄a－yi　mama－ileyhin　irsen　yedinde　mUlkU　olup　mezbaranun　iskan

eyledil〈leri　obalari　civamnda　vaki‘　arazi－i　ma‘lamede　huda－yi　nabit　olan　ma‘lamU’s－sak

（？）　palamud　e＄carlanni　mezbarana　bizim　eben　an－ceddim　taht－i　tasarrufumuzdadir

deyU　fuzQli　zabt　etmeleriyle　keff－i　yedlerine　tenbih　olunmak　bi’1－vek21e　matlabumdur

deyU　da‘va　etdikde　mezbaran　ibrahim　ve　Ahmed　Ali　ve　Elhac　ibrahim　ve　Halil

cevablarinda　mahall－i　mezkar　zira‘at　ve　hiraset　olunur　arazi　olrnayup　obalarimizin

mer‘asi　ve　derQnunda　hud2－yi　nabit　olan　palamud　e＄carlari　kendi　terbiyemiz　ile　olup

mine’1－kadim　eben　an－ceddin　taht－i　tasarrufumuzdadir　dediklerinde　vekil－i　mezbar　Ali

Efendi　mahall－i　mezkar　ile　e＄car－i　merkumeler　mUvekkili　pa＄a－yi　mama－ileyhin

mUlk－i　mevrGsu　olduguna　bir　kiVa　atik　sened　ibraz　edUp　sened－i　mezkitr　kira’et

olundukda　mahall－i　mezkar　civarinda　olan　arazi－i　ma‘lame　mUvekkili　pa＄a－yi　mUma－

ileyhin　pederi　mUteveffa－yi　rnama－ileyh　Mustafa　Aga’nin　tahin　tasarrufunda

oldugunu　beyandan　ibaret　olup　ve　mezbarunun　obalari　civarinda　olan　mer‘a　ve　escara

dair　bir　nesne　muharrer　olmamagla　ve　mahalM　niza“i　mezkttr　dahi　mezb6ranun

obalarmin　mer‘asi　ve　mine’lkadim　eben　an　ceddin　taht－i　tasarruflarinda　oldttgu　me＄har

ve　mukayyed（？）　olmagla　ol　vechile　zikr　olunan　mer‘a　ve　escar－i　mezbgran　lbrahim　ve

Ahmed　Ali　ve　Elhac　ibrahim　ve　Halil　ve　sair　oba　ahalilerinin　kadimr（？）　vechile　zabt　ve

tasarruflari　iktiza　eyledigi　bi’1－iltimas　huzar－i　／a｝ilerine　i‘lam　olundu／．

Fi　9　C／emaziye’1一／e／vvel／　sene　／　12／　74．　［MK，　Balzleesir　＄er’iyye　Sicili，　nr．　752，　s．　153］．
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被告はアヤズメント郡内のクズルチュクル，アブデュルジェリール，バクルダムという場所

に住み着いたヤージュ・ベディルのイブラヒム，アフメト・アリー，エルハッチ・イスマイ

ル，ハリルである。まず訴えの内容を，イスマイル・パシャの代理人アリー・エフェンディ

が次のように述べている。イスマイル・パシャが相続によって（irsen）所袴している土地

は，ヤージュ・ベディルが定住した幕営地（obalar）周辺にある土地であり，そこに自生し

た果実をもたらすパラムート（ヴァ曲馬ア樫）がヤージュ・ベディルによって不当に占有さ

れたので，彼らの手から取り戻したいという申し立てであった。これに対して被告は，前述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ　ノぐ　　　メルア　
の場所が耕作し，収穫される土地ではなく，彼らの幕営地の放牧地であって，その中で自生

したパラムートの木々は彼らが面倒をみているのであって，当該地は「古くからmine’1－

kadim」祖父の代から保禽し続けてきたと主張した。これに対して代理人アリー・エフェン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　ュ　ル　ク
ディは，当該地および前述のパラムートの木々が相続によって所有物であることを示すため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　ブ
に，法廷で一片の古い証文を示した。法廷でこの土地証文を検証したところ，この証文から

当該地がイスマイル・パシャの亡き父ムスタファ・アガが保有していた土地であることは理
　　　　　　　　　　　オ　バ　　　　　　　　　　　 メルア　

解されたが，被告たちの幕営地周辺にある放牧地および木々に関係する事項はなんら記載さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メルア　れていなかった。よって，この漂告の訴えは退けられ，件の放牧地および木々は従来のよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　オ　バ
にヤージュ・ベディルの被告ならびに幕営地住民が保有できる判決が下された。つまりヤー

ジュ・ベディル遊牧民が，レスボス島郡長に勝訴したのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メルア　
　前述したように「古くから」住民が利用する放牧地は，オスマン土地法では共同利用地と

して分類された。この訴訟の事例から遊牧民の生活空間である共同利用地が個人の保有地に

とりこまれようとされるようすがうかがわれる。さらに問題のパラムートとは，木の実の殻

斗が皮をなめすときの触媒剤にっかわれるため，商品作物として前述のあかねと並んでとく

に19世紀中葉の英国向けの重要な輸出品となっていた［Nagata　1997：13；永田1986：91，

136，i59　一　160；Bailey　1942328＞。そのためイスマイル・パシャはこのような現状を知った上

で，パラムートの木を獲得しようと考えた可能性も大いに考えられるのである。この訴訟は

1858年4月のオスマン土地法発布直前の事件だったが，問土地法の規定と同様に従来の慣

行を重視し，しかも原告の地方役人にこびない裁定が下されたことが注目される。

　さて，第二の土地争いの事例も同じくアヤズメント郡において，オスマン土地法発布後の

i861年の事件である［A．　MKT．　DV　210／24］。アヤズメント郡のカバクム村内の「ゲイク

リ・ティマール」という名の場所にある土地についてアヤズメント郡住民のスィバスルザー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タデ・オメル・ルトフィという人物が起こした訴訟である。オメル・ルトフィはそこに土地

28）パラムートの輸出額は，1825年には9位だったが，30，　35，40，45隼には第3位，50年には第5

　位，55年には第7位と推移している。なお，パラムートを意味する英語のvaloniaは，その地域

　～帯が樫林に富む輸出港であったアルバニアの港町Valona（Avlonya）に由来しているという

　［Bailey　l942：93，260－270コ。
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　プ

証文（tapu）によって1000ドニュムの土地を保有しており，周辺にいるヤージュ・ベディ

ル遊牧民に土地を貸して耕作させ，毎年土地貸し料を徴収していた。ところが数年前から，

ヤージュ・ベディル遊牧民のベイのひとりであるイブラヒム・ベイが，彼らの舛欄が耕作す

ることを阻止し，時おり耕作する者に対しても土地貸し料の支払いを妨害し，さらにオメ
　　　　　　　　　　メ　ト　ル　　　ケ
ル・ルトフィの土地を共同利用地として，みずからが所有するヒツジやヤギのような家畜を
　　メルア　
放つ放牧地のように利用しているので，このイブラヒム・ベイの妨害を禁止するように求め

ている。この文書は実は法廷文書ではなく，オメル・ルトフィから中央政府へ送られた文書

である。これに対して中央政府からアヤズメント郡が帰属していたカレスィ県（すなわちバ

ルケスィル）知事宛ての命令は，イブラヒム・ベイの干渉は「不当な動機」に基づくもので

あり，禁じられるべきではあるが，シャリーアに従って地方当局がよく調査して事態を明ら

かにした上でしかるべき措置をとりなさい，というものだった。したがって，当該事件の最

終的決着は明らかにされてはいないが，中央からの命令は一方的にイブラヒム・ベイを有罪

ときめつけるのではなく，イブラヒム・ベイからの証欝を得ることも含めてより公正に判断

されることを地方i当局に委ねていると推察される。加えて，現在当該地域に住むヤージュ・

ベディル出身者が，「ゲイクリ山は，コジャオバ，チャーラン，サマンルク，イェニジェの

野営地だった」と語ることを考慮すれば，ヤージュ・ベディルはこれらの冬営地に分かれて

定住した後も，ゲイクリ山を夏至地として利用してきた，すなわち本件における彼らの権利

はその後も継続して守られてきたと考えられるのである。

　以上，アヤズメント郡に定住したヤージュ・ベディルに関する二つの事件をみるかぎり，

ヤージュ・ベディルが19世紀中葉に定住民と土地の所有・利用をめぐる争いにまきこまれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダていくさまがうかがえる。そこでは定住民と定住化しつつある遊牧民との，あるいは土地
　プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メルア　

証文で保有される耕作地や商品作物と，慣行に律せられる放牧地との所有や利用をめぐるせ

めぎあいが観察される。そしてこれらの記録を読む限り，法廷あるいは行政当局が遊牧民を

兇下す眼差しは見られず，地方官吏や定里民に肩をもたない公正な審理がなされていたと推

察される。つまりこのことは前章で論じたオスマン土地法における遊牧民に関する諸規定に

も準じており，オスマン土地法の運用状況の一端を物語る事例ともいえよう。

V　遊牧民定住化政策

　これまで述べてきたように1840年代に引き続き，オスマン土地法発布の前後の1850年代

にかけてもやージュ・ベディルは，バルケスィル南東部に広がる東の集団とベルガマ・アヤ

ズメントに広がる西の集団とに大きくわかれて定住しつつあった。表3には，現段階で明ら

かにできる異体的な定住場所を整理したものである。もちろんこれらは彼らの定住地をすべ

て網羅しているわけではないが，地図に示したように19世紀中葉におけるこれらの定住地

の多くが，ヤージュ・ベディル出身者が住む村として今日に至っていることは注目すべきで
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あろう。このように，あるいはタンズィマート改革の「成剰として，あるいはそれらも含

めた19世紀中葉の社会経済情況に影響されて，好むと好まざるとにかかわらず，今日生活

している村の拠点の多くはこの時代に確定されていったと考えられる。

　ところが1860年代になると，中央政府の主導でより直接的，より強綱的に遊牧民への定

住化政策がうちだされた。この定住化政策としてもっとも有名な事件は，アダナ地方で商品

作物である綿花栽培のために遊牧民を強糊的に定住化させ，政策として「成功」した事例で

あることはいうまでもない［Halagoglu　1973］。ただしアダナの事例ほど大規模かっ強制的

ではないにせよ，このような遊牧民定住化政策は他地域においても意図されていたことは，

これまでほとんど言及されてこなかった。

　タンズィマート改革後期の1863年に，中央政府は改革の混乱あるいは足並みがそろわな

い現状を鑑みて，改革のたて直しのために，アナトリアとバルカンに視察宮を派遣した。こ

の一環として，ボスニア・ヘルッェゴヴィナへはアフメト。ジェヴデト・エフェンディ29），

ルメリの東地域にはスブヒ・エフェンディ，アナトリアの東地域にはルザー・エフェンディ，

そしてブルサやバルケスィルを含めたアナトリア西部の視察官（Anadolu’nun　sa9　kol　mUf－

etti§ligi）としてアフメト・ヴェフィク・エフェンディ30）を派遣した［『宮報』760：1－4］。

　彼らのうちアフメト・ヴェフィク・パシャが視察嘗在任中（1863　一　64）に書記が中央へ

送った報告［『官報』715；2－3〕によれば，ヴェフィク・パシャはダルジャ，コジャエリ，

ブルサなど各地を実際に視察し，道路整備や歴史的建造物の修復等をおこなっていたことが

理解される。この報告の中で残念ながら遊牧民定住化政策あるいはヤージュ・ベディルに関

する直接的記述は見られないが，視察の～環として遊牧民の定住化を促したことが，キャー

ミル・スによって指摘されている。例えば前述の『資産台帳』で59戸からなり，耕作地を

まったく保有していなかった遊牧民カラケチリについて，彼等の一部はすでに1843／44年

にマニサ県およびブルサ州などに定住して兵役についたり農民となり，「別の一部は1283

（引用者注1866／67）年にアフメト・ヴェフィク・パシャの視察官在任中に」バルケスィル

から分離させられ，重扇ザーへ帰属させられ，ベイリキの称号を剥奪され，すなわち遊牧民

グループとしての組織は解体され，定住化させられたという［Su　1938：69－70］。

　キャーミル・スはこの件に関して依拠した史料を明示しておらず，またヴェフィク・パ

シャの視察官在任期閥は1863－64年といわれている［Tanpmar　1941；Akttn　1989］ので，

29）Ahmet　Cevdet　PaSaによる視察官としての報告はTezakirなどでよく知られている。

30）　Ahmet　Vefik　Pa＄a（d．1891）は，フランス大使の遡訳だった父と共にパリに滞在，後に駐テ

　ヘラン大使，駐パリ大使や対ロシアとの戦争の調停役等々外務に活躍し，モりエールのオスマン

　語訳者としても知られている。他方，国内でもタンズィマート改革の要職につきブルサ県知事

　（1879－1882）時代にブルサに劇場を造る一方，歴史書等をまとめるなど19世紀を代表する政治

　家，知識人である［Tanpmar　1941；AkUn　1989］。
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年代の上では誤解があると思われる。ただし，カラケチリのこの事例が，第三章のタンズィ

マート改革の初期に意図された遊牧民の定住化政策の延長線上にあることは明らかであり，

ヴェフィク・パシャが視察宮在任中にカラケチリ以外の遊牧民に対しても定住化政策を実施

したと推察される。例えばバルケスィル地方史に造詣が深いアイドゥン・アイハンは，1862－

64年にかけて「ヴェフィク・パシャが知事在任中に視察官として」バルケスィル地域にお

ける遊牧民の定住化を推進したと指摘して，次のような逸話を伝えている。ヴェフィク・パ

シャは，遊牧民グループのリーダーたちを召集して，チャドル（テント）を解体して遊牧生

活を止めるように命令し，彼らは強綱的に定住させられたが，季節がめぐってくると家畜に

食ませる新しい草を求めて夏擬餌へ上がった。しかし，ヴェフィク・パシャによって再び

1864年にチャドルは壊されて，抵抗する者へは時には武力によったために，このようなつ

らい経験から，人びとはヴェフィク・パシャのことを「チャドルをこわしたパシャ」と呼ぶ

ようになった〔Ayhan　1997：42－44；1999：132－133］。

　この逸話に関しても史料が明示されておらず，ヴェフィク・パシャの視察宮時代（1863－

64）なのか，知事時代（1879－82）なのかに関する細かい点は前述のキャーミル・スと同様

に誤解がある。そのためアイハンはキャーミル・スおよび現地住民の聞き取りに依拠してい

る部分が多いと考えられる。実際アイハンは，「家畜はその季節がくると夏園地へ向かって

一斉にメーと泣き始めた」という逸話を紹介している。ただし，上述した一連のヴェフィ

ク・パシャの事件は今日もスンドゥルグおよびビガディチ地域に生きるヤージュ・ベディル

の人びとに語り継がれていることを筆者も確認した31）。彼らはアイハンが述べている逸話に

加えて当時のヤージュ・ベディルのリーダーは，「ユリュクバシュ，ハジュ・ムーサーオウ

ル」であったと記憶している。もちろん全てが実際に彼らの間で語り継がれたものであるか，

あるいは一部は第三者による聞き取り等の際に彼らへ提供された情報が改めて「記憶」され

た可能性も考えられ，注意を要する。したがってヴェフィク・パシャによる定住化政策の具

体的実施の詳細に関しては，なお今後の課題として残されているが，1864年に地方州法が

発布されたことを考慮すれば，1860年代前半は，遊牧民定住化政策の実施が斜体的に推進

された時期であったと推察される。現地の実態を考慮しない行政区域の画定にともない，遊

牧民の従来の生活空闘が寸断されていったことは容易に想像することができるのである。

　ただし1907年4月目，「スンドゥルグ地域で遊牧生活をおこなっているヤージュ・ベディ

ルグループ」が，周辺村民の財産に損害を与え，15人を傷つけてしまったことに関して，

アイドゥン県アクピサル郡アクコジャル村および周辺村住民にから申し立てがあったことが

バルケスィル県知事から中央政府内務省へ報告されている［DH．　Mui．61　一2］。この申し立

ての内容そのものに関しては，一方的な苦情であったため，中央の判断は「法に従ってしか

るべき措置がなされるように」というもので，他の関連史料が確認されていないため，真偽

31）200王年8月における現地インタビューによる。
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を述べることはできないが，20世紀初頭にあってもなお，ヤージュ・ベディルの一一部がス

ンドゥルグ地域で固定した家屋ではなく天幕による遊牧生活（hayme　ni§in）をおこなって

いたことは確かである。したがって，1860年代の強綱定住化政策はヤージュ・ベディルに

ついていえば必ずしも「成功」したわけではなかったといえよう。とはいえ，上記の申し立

ての文言からは，定住民が遊牧民を，自らに損害を与える迷惑な存在として疎んでいること

が読みとれるのである。トルコ共和圏成立後，定住化政策はいっそう強化されこ松原1983b：

166　一　185］，彼らは定住を余儀なくされていった。ヤージュ・ベディルの人びとの多くは冬

営地を拠点として定住しながら，夏農地へ上る部分的遊牧生活を1950年代まで続け，なか

にはド最後に上ったのは1980年代初頭だった」と語る住民もいるのである。

結論と今後の展望

　以上述べてきたことから次のように結論づけることができる。第一に，16世紀前半に現

在のマニサ県ギョルデキ郡に帰属し，弓作りを専門技能としていた約55人のヤージュ・ベ

ディルは，1840年代前半には，バルケスィル県南西部のスンドゥルグ郡，ビガディチ郡，

ケプスト郡周辺に生活する東の集団（人口約1，615人）と，アヤズメントおよびベルガマ郡

（今日のイズミル県北西部ディキリ郡）とに生活する西の集団（人口約1，250人）の大きく

2地域に分かれていたことが明らかになった。そして彼らが1840年から60年代はじあにか

けて，冬営地などを拠点に定住していったことが明らかにされ，とくにビガディチ・グルー

プおよびスンドゥルグ・グループは，ウシやウマといった大型家畜を相対的に多く飼育して

いることからより定住性の高い，都市近郊型の牧畜業を営んでいたことが指摘された。第二

に，タンズィマート改革の一環として遊牧民を定住化させる意図は当初からあったが，具体

的政策を一律に実施するには至らず，部分的に実施されてきたことが明白となった。例えば

1840年代のざ資産台帳』調査は遊牧民を納税および兵役が課せられる臣民としてしっかり

と把握しようという意図があったことは明らかである。さらに詳細はなお今後の課題である

が，1860年代のアナトリアおよびバルカン地域に派遣された視察官によって，定住化政策

が具体的に実行に移された。第三に，法的観点から考えれば，オスマン土地法における国有

地の保有に関する諸規定は遊牧畏にとってザ住みにくい」条件を整備したが，他方で慣行を

重視した点は，「近代的」改革を推進すると同時に，遊牧生活の現状が考慮された規定を盛

り込んでいたことを明示した。そしてシャリーア法廷における遊牧民と定住民との係争でも，
　　　　　　　　　　　メルア　　　　　　　　　タ　　　ブ
旧来の慣行で律せられる放牧地か，土地証文によって保有される圏有地としての耕作地なの

かという問題が争点となり，オスマン土地法の規定および従来の法環境に準じて慣行を尊重

した裁定が下されていたのであった。

　19世紀オスマン帝国において，それまで共同で土地や空間を利用してきたヤージュ・ベ

ディルが，家畜や耕作地あるいはぶどう畑が自らの資産として登録され，ひとつの拠点に定
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住しはじめた。今もヤージュ・ベディルの女たちはやージュ・ベディル織りで名高いじゅう

たんを織り続けているが，その「伝統的」じゅうたん製作は，大型の織り機の持ち運びが困

難であることから考えれば，定住性の高い生活を始めた19世紀半ばごろから始まったであ

ろうと推察される。この年代は，現地の人びとが「150年から200年前から」じゅうたん製

作を続けているという証言と一致している。じゅうたん産業に関連する記述史料にはまだ遭

遇できないが，今後の課題の第一一は，ヤージュ・ベディルのじゅうたん産業に関する解明で

ある。第二に，上述したヴェフィク・パシャによる遊牧民定住化政策実施の詳細を具体的記

述史料に基づいて論証することが不可欠である。第三に，ヤージュ・ベディルのみならず，

『資産台巾蝿に記された27の遊牧民グループが所有する家畜および耕作地の比較検討である。

このことと関連して本稿では土地に関わる情報にのみに限ったが，タンズィマート改革の主

要改革であった税制改革において，遊牧民に対していかなる具体策が策定されたかを考察す

ることも今後の課題としたい。

　人類史という非常に長期的視点から松原は，遊牧と農耕との相互交渉や歴史変動の方向性

を視野にいれた新しいユーラシア史の構築が不可欠で，とくに中央ユーラシアの再編成には

そこに広がるトルコ系諸民族が中核的役割を担っていることは明白であると述べている［松

原2005　a］。とくにEUのような国境をなくす地域共同体のようなものができた場合，遊牧

の将来は明るいのではないかと述べ，具体的には社会編成の柔軟性，土地の公的利用，みが

るな移動性が21世紀の社会の中で問題解決の鍵をにぎっていると指摘した［松原2005　b］。

このうちのとくに土地所有に関して，個人の土地所有をなくし，共同所有をめざすべしとい

う考え方は，本稿の研究に密接に関わる闘題である。

　いわゆる「近代化」をめざすタンズィマート改革期に発布された法令に，「古くから」の

ようなあいまいな口語表現は，「遅れた」土地法であったという非難をうけるかもしれない。

しかし筆者は，このようなオスマン帝国における慣行こそが遊牧民の生活を保ってきたので

あり，公衆のための不可分の土地という，日本における入会地に相当する共同利用地の公正

な利用原理と倫理の継続こそが，遊牧生活を営む必須の条件であったと考えている。
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